
　軽自動車税について、『車両を他人に譲ったり、だいぶ前から無くなっているのに納税通知書が届きました。どうして
でしょうか』という問い合わせが多く寄せられます。 
　軽自動車税は毎年４月１日現在で軽自動車を所有している人にかかります。 
　他人に譲渡した場合や、廃車した場合でも、名義変更の手続きが済んでいませんと、前の所有者に納税通知書が届
くことになります。 
　譲渡した時、廃車した時は、車の手続きも忘れずにしましょう。 
　また、所有者がすでに亡くなられている場合も名義変更の手続きをお願いします。 
 
　後日、該当すると思われる世帯宛に「名義変更お願いの通知」をお送りすることがありますので、その時はご協力の程
お願いします。 

（車種により申告・問い合わせ先が異なりますので注意してください） 

車　　種 

原動機付自転車 
（125cc以下） 
 
小型特殊自動車 
（農耕用・特作用） 

三 輪 、四 輪 の 
軽 自 動 車 

市役所税務課（田沢湖庁舎）

又は角館・西木地域センター

総合窓口課、各出張所 

〈名義変更の場合〉 
納税義務者及び届出者の印鑑 
〈廃車の場合〉 
ナンバープレート・納税義務者及び届出者の印鑑 
※申請用紙は届出先の窓口にあります 

下記へ直接おたずねください 
　軽自動車検査協会秋田県事務所　　ＴＥＬ　０１８－８６２－３２７０ 
　〒011-0901　秋田市寺内字イサノ１３７－１ 
　　　　　　　　　　　　　　　又は 
　角館地区自家用自動車協会　　　　ＴＥＬ　０１８７－５３－２２０９ 
　〒014-0354　仙北市角館町水の目沢１２３－３ 

下記へ直接おたずねください 
　東北運輸局秋田運輸支局登録部門　ＴＥＬ　０５０－５５４０－２０１２ 
　〒010-0876　秋田市泉字登木７４－３ 
　　　　　　　　　　　　　　　又は 
　角館地区自家用自動車協会　　　　ＴＥＬ　０１８７－５３－２２０９ 
　〒014-0354　仙北市角館町水の目沢１２３－３ 

125ccを超え250cc
までのオートバイま
たは250ccを超える
二輪の小型自動車 

届出・問い合わせ先 届出・問い合わせ先 

問い合わせ　仙北市税務課 
ＴＥＬ　４３－１１１７ 

　万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含む全ての自動車に、
自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。 
　また、フォークリフトなどの小型特殊自動車（農耕作業用を除く）についても、道路を一度でも走行する場
合は、加入が必要です。 
　自賠責保険・共済に加入しないで運転すると、「１年以下の懲役または５０万円以下の罰金」が課せられ、さ
らに違反点数は６点となり、免許停止処分等となります。 
　加入の手続きは、損保会社または共済組合へ連絡の上、契約窓口へ保険料・共済掛金を添えて申し込ん
でください。自賠責保険・共済証明書と保険・共済標章（ステッカー）が発行されます。 
　なお、小型特殊自動車については、保険・共済標章（ステッカー）は発行されません。 
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